
奈良県川上村における森林環境譲与税の活用について

■活用状況（全体像）

■令和６年度の具体的な活用状況

未執行額の活用方針
令和５年度 時点の活用率

管理放置森林整備と木材生産活動への支援、及
び村内観光施設の木質改装整備に活用。

98%

19,813,000

基 金 積 立 8,492,000 8,492,000 ・川上村森林環境譲与税積立基金

区分
令和元年度～

令和６年度 計
令和６年度末

6,285,804 6,285,000

森林整備

・分収造林地の下刈りを行う。

意向調査、集積計画等策定

その他 1,057,100 1,000,000 ・村道沿いの倒木による停電を予防するため、危険木の調査及び事前除去等を実施する。

合 計 132,400,636 115,127,000

活用額（円） 322,784,000 106,635,000 429,419,000

区分 事業区分
事業費（円）

事業内容
うち森林環境譲与税

譲与額（円） 322,640,000 115,127,000 437,767,000

2,800,000 ・林業労働者の雇用の安定と労働者の確保や福祉の向上を図るため、退職金共済掛金の一部を補助す
る。

専門員の雇用

・既設林道における台風や集中豪雨等による突発的な崩土・落石の早急な除去や小規模補修を実施す
る。

私有林整備 45,708,012 44,389,000

・既設作業道の維持補修に対する支援(森林組合実施)を行う。

6,820 6,000 ・集落周辺の施業放置森林の所有者及び境界、現況調査の実施、所有者への意向調査、森林ＧＩＳ等
への反映（一部を民間事業者に委託）する。

・他村と連絡している広域林道の草刈り作業委託を実施する。

林道・林専道の整備等 30,355,100 ・既存林道において、国庫補助の対象外である測量設計や小規模の改良･改修工事等を実施する。

・村内集落の集水区域に所在する森林において、施業放置人工林の間伐や危険木の伐採、林内整理
など、森林の現況に応じた必要な整備を実施する。

・吉野かわかみ社中が基幹となる作業道を開設し、枝線を各所有者で開設することにより、出材ｺｽﾄの低
減を図る。

・ヘリコプター費用の値上がりにより村内事業者が市場や森林組合に出材する費用に対する補助。

・森林組合や認定事業体が実施する村内で伐採された末口４０㎝以下の間伐材を原木市場等への出材
に対する補助。

・人工林における間伐や出材等に要する作業を、総合的かつ強力に支援する。

奈良県フォレスター1名の派遣に要する経費。

木材利用
普及啓発

・森と水の源流館による、吉野川源流｢水源地の森｣の保全につながる調査や、情報発信につながる水源
地の森ツアー等を実施する。

・吉野川流域や大和平野の小学生や住民を対象とした森林環境教育を実施する。

その他 400,440 400,000 ・林業木材業の収益向上や木材利用の拡大を図るため、村産材を使用した新たな商品の開発を実施す
る。

・川上村をフィールドに吉野林業の本場で間伐材を使用した制作物や、林業体験・村内見学を通じ、村
産材や山村への理解や見識を深める木匠塾を実施する。

森林・林業・
木材普及活用等

22,868,314 19,070,000

人材育成
担い手確保

担い手確保 1,452,000 1,452,000 ・新規就労者を雇用した村内事業者（林業・木工業）が実施する技術指導等に要する経費に対しての支
援を行う。

新たな組織の設立 11,486,546 11,420,000 ・木工製品を製造販売している木工センターの運営経費の一部を助成する。

林業就業者の育成 4,288,500



■今後の実施計画

・切捨間伐 円/ha

・架線出材 円/ｍ

・ヘリコプター出材 円/㎥

・作業道開設 ｍ 円/ｍ

ｍ 円/ｍ

○森林整備の補助や支援の実施

村内集落の集水区域に所在する森林において、施業放置人工林の間伐や危険木の伐採、林内整理など、森林の現況に応じた必要な整備を行う。
【今後10年程度で、全26大字の中から毎年度2～4ヶ所について、要望等に基づき必要な作業を進めていく。（予算規模：15～20百万円/年）】
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○川上村管理放置森林整備事業の実施

人工林における間伐や出材等に要する作業を、総合的かつ強力に支援する。
【美しい森林づくり基盤整備交付金事業の活用に併せ、令和12年度まで下記作業への支援を行う。（予算規模：10～20百万円/年）】

1,500


